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令和 5 年度 福岡市立博多工業高等学校 いじめ防止基本方針 

 

いじめの防止等のための取組に係る達成目標 

定期的な校内研修として、4 月に学校いじめ防止基本方針の共通理解、8 月に学校いじめ 

防止対策委員会の取組内容改善、1 月に次年度いじめ防止基本方針提案を行う。 

 

１ いじめ防止等に対する基本姿勢 
 

「いじめは，どの学校でも，どの学級でも，どの生徒にも，起こり得るものである」という認識の

もと，生徒が「いじめのない、安全で安心した学校生活」を送ることができるように，「いじめ防止

基本方針」を策定した。いじめ防止のための基本姿勢として，以下の五つのポイントをあげる。 

 

（１）教職員の「いじめを見逃さない，許さない」意識のもと，いじめをさせない環境づくりの促進。 

（２）自他を大切にし，「いじめをしない，見逃さない」意識のもと，みんなで防止しようとする生徒

の育成。 

（３）他者の考えや気持ちを理解するように努めるようにし，自分の考えを適切に表現し，協力して

活動できる生徒の育成。 

（４）学力・進路保障の観点から，基礎学力の充実と学力向上を図る授業改善。 

（５）いじめの早期対応と適切な解決にむけた学校と家庭との連携の充実。 

 

２ いじめの未然防止（未然防止のための取組等） 
 
（１）いじめを生まない教育活動の推進 

◇ 学校におけるいじめを生まない独自の取組の実施をいっそう促進する。 

◇ 授業や学校行事などにおけるさまざまな活動を通して，生徒自らが仲間づくりにチャレンジす

るための「場づくり」を設定する。 

◇ ホームルームや部活動を中心として，生徒が安心でき，自己存在感や充実感を得られる「居場

所づくり」を行う。 

◇ 教職員による「学校適応チェックリスト」を隔月１回程度，生徒対象の「生活実態アンケー

ト」を定期考査時に実施する（年間 5 回）。「学校適応チェックリスト」は，教職員が生徒の状

況を把握することで，いじめの早期発見につなげるとともに，生徒自身の実態に応じた支援を

行う手立てとする。「生活実態アンケート」は，いじめについて具体的に質問することで早期発

見につなげていくものとする。うち 1 回は無記名アンケートにし、実態把握に役立てる。 

◇「いじめ防止対策委員会(教育相談委員会)」を月１回定例で開催。いじめ問題の組織的指導体

制の整備等の取組を推進するとともに，生徒の実態の把握を行い，支援の立案・助言等を行う。 

（２）地域・家庭，関係機関との積極的連携 

◇ 保護者，地域住民，児童相談所，その他の関係機関との連携を図るとともに，学校サポータ

ー会議等を活用する。 

 

３ いじめの早期発見・即対応（いじめの兆候を見逃さない取組等） 
 
（１）いじめに関する早期発見のための措置や相談体制の整備，被害生徒の権利を擁護する。 

（２）いじめの芽やいじめの兆候もいじめであるとの認識で，いじめの早期発見に努め，即対応につ



なげる。 

（３）いじめの問題に対する学校取組の充実のため、「福岡市いじめ防止基本方針」，「いじめ対応マニ

ュアル」（市教委作成）及び「いじめの早期発見・早期対応の手引」（県教委）の活用の一層の徹

底を図る。 

 

４ いじめに対する措置（ネット上のいじめ，加害児童生徒への対応も含む） 
 
（１）直ちにいじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し，組織的に対応する。 

（２）状況や対応の経緯等について，客観的な事実確認を行い，その結果を速やかに教育委員会に報

告する。 

（３）修学支援担当と連携し，被害生徒をはじめ，被害生徒の保護者や被害生徒・保護者等へのカウ

ンセリング等の心のケアを行う。 

（４）毅然とした組織的指導の徹底を図り，いじめを行った生徒への指導や支援の徹底及び再発防止

の徹底を推進する。 

（５）学校だけでは対応が困難な事案に対して，教育委員会の支援チームの活用を行い，いじめの問

題の早期解決に努める。 

（６）被害生徒の権利・利益を擁護するための配慮として，別室指導等柔軟な対応に努める。 

 

５ 重大事態への対処（いじめ防止対策推進法 第 28 条関係） 
 

生徒の生命，身体または財産に重大な被害が生じるようなものについては，教育的な配慮や被害者

の意向への配慮のうえ，早期に警察に相談・通報し，警察と連携した対応を取る。 

 

６ いじめ防止のための職員研修 
 

（１）教職員のいじめ問題に対する資質の向上を図るため，教育委員会と連携し，学校基本方針の共

通理解，いじめ防止等のための対策に関する校内研修を実施する。 

（２）「福岡市いじめ防止基本方針」，「いじめ対応マニュアル」，教職員向けリーフレット「いじめゼ

ロに向けて」や「いじめの早期発見・早期対応の手引き」を活用し．自らの対応を振り返るよう

教職員への指導の徹底を図る。 

（３）ネット上のいじめに関する校内研修を実施する。 

 

７ その他（各取組のＰＤＣＡサイクル等について） 
 
（１）学校基本方針の周知を図る。 

（２）学校基本方針に基づき，取組が適切に機能しているかを学校いじめ防止対策委員会を中心に点

検し，必要に応じて見直しを行う。 

 

８ いじめ防止等の対策のための組織（いじめ防止対策推進法 第 22 条関係） 

 

（１）組織の名称・役割 

◇ 名称 

博多工業高等学校いじめ防止対策委員会（教育相談委員会） 

◇ 役割 

・ 基本方針に基づく取組の推進や年間計画の作成・実行・検証・修正 

・ いじめの相談・通報の窓口 

・ いじめの疑いに関する情報や問題行動などにかかわる情報の収集（生活実態アンケート調査

での早期発見など）と記録，共有 

・ いじめであるかどうかの判断 

・ 関係のある生徒への事実関係の聴取（具体的には個別の聞き取り，アンケート調査等），組

織的な指導や支援体制・対応方針の決定と保護者との連携等 



・ 関係機関との連携の必要性の確定 

（２）組織の構成 

校長，教頭，生徒指導部，教務部，進路指導部，各学年，修学支援担当（人権教育推進担当，

教育相談担当，奨学金等担当，特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ），養護教諭，ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ以下 SC、ｽｸｰ

ﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ以下 SSW、（以下は必要に応じて）通級指導担当教員、ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ以下 SS 

 

９ 重大事態発生時の調査機関（いじめ防止対策推進法 第 28 条関係） 

 

（１）組織の名称と役割 

◇ 名称・・・博多工業高等学校いじめ対策委員会（拡大教育相談委員会） 

◇ 役割・・・ 重大事態の発生に関する教育委員会への報告 

・ 重大事態に係る事実関係の調査 

・ 調査結果を教育委員会に報告 

・ 調査結果に関する関係生徒及び保護者への情報提供 

（２）組織の構成員 

校長，教頭，主幹，生徒指導部主任，教務部主任，各学年主任，学科主任，学級担任，学級副

担任，修学支援担当（人権教育推進，教育相談、奨学金等，特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ），養護教

諭，SC，SSW，（以下は必要に応じて）通級指導担当教員，部活動顧問，SS 等 

 

10 いじめ防止等の各取組の年間計画（Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａを記入） ※ｺﾛﾅ対策で変更の可能性あり 

月 生徒等への取組及び生徒の活動 職員研修等 チェック 

４ 
新入生アンケート 

学校適応チェックリスト 

Ｄ 

Ｄ 

いじめ防止基本方針作成 

いじめ防止対策委員会 

Ｐ 

CA 

 

５ 
生活実態アンケート 

学年別生徒連絡会 

Ｄ 

PD 
いじめ防止対策委員会 CA 

 

６ 
学校適応チェックリスト 

心理テスト シグマ（２年生） 

Ｄ 

Ｄ 

いじめ防止対策委員会 

学校サポーター会議 

CA 

DC 

 

７ 

生活実態アンケート 

三者面談 

いじめゼロ取組月間 

Ｄ 

Ｄ 

Ｄ 

いじめ防止対策委員会 

１学期取組の検証 

２学期取組のプランニング 

CA 

ＣA 

P 

 

８ いじめゼロサミット参加 Ｄ 
いじめゼロ取組月間の検証 

夏季研修 

Ｃ 

Ｄ 

 

９ 
全校生徒個人面談 

学校適応チェックリスト 
Ｄ いじめ防止対策委員会 CA 

 

 

１０ 
生活実態アンケート(無記名) 

学年別生徒連絡会 

Ｄ 

PＤ 
いじめ防止対策委員会 CA  

１１ 学校適応チェックリスト Ｄ 
いじめ防止対策委員会 

学校サポーター会議 

CA 

DC 

 

１２ 

生活実態アンケート 

三者面談 

いじめゼロ実現プロジェクト 

Ｄ 

Ｄ 

いじめ防止対策委員会 

２学期取組の検証 

３学期取組のプランニング 

CA 

ＣA 

Ｐ 

 

１ 
卒業生アンケート 

学校適応チェックリスト 

Ｄ 

Ｄ 
いじめ防止対策委員会 CA 

 

２ 生活実態アンケート Ｄ いじめ防止対策委員会 CA 
 

 

３ 学校適応チェックリスト Ｄ 

いじめ防止対策委員会 

年間取組の検証 

次年度取組へのプランニング 

CA 

ＣA 

P 

 

 
＊ 適時、無記名アンケートを実施する。また随時気づきメモを作成する。 


